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③国・県等の既存研修制度等の活用推進（継続）

□平成２６年度の研修実績
機関 研修名等 対象者 実施日

技術管理等説明会 ・県担当者
・市町村担当者

H26.6.16，17，19，24

土木技術職員研修 ・県新規採用職員
・市町村新規採用職員
及び新任職員

（前期）
H26.5.1，2，12～15
（後期）
H26.10.22～24

徳島県土木技術・業務発表会 ・県職員
・市町村職員
・一般県民 等

H26.11.6

初任技術者のための積算業務 県職員、市町職員 H26.5.8～5.9

初任技術者のための監督業務 県職員、市町職員 H26.5.21

工事監督・検査・監察 県職員、市町職員 H26.8.1

県・市町職員技術研修会 県職員・市町職員 〔前期〕3会場
平成26年7月18日
平成26年7月24日
平成26年7月25日
〔後期〕3会場
平成26年11月13日
平成26年11月21日
平成26年11月26日

工事検査専門員等会議 県・市町検査担当職員 平成26年9月5日’

土木職員技術研修 係長以下の県・市町の
技術職員

〔前期〕平成26年6月2
日～4日
〔後期〕平成26年10月
1日～3日

高知県

土木技術者研修（講師：建設技術公社県担当者・市町村担当
者

①H26.4.24～25
②H26.5.7～H26.5.30
③H26.6.30～H26.7.24

研修内容 参加者

・公共工事の品質確保
・測量実習、設計演習
・工事検査における留意事項
・現場見学会

［前期］
県職員14名、市町職員15名
［後期］
県職員15名、市町職員14名

①設計、積算業務の概要・土木業務の概要
について
土木業務概要、土木工事概要、補助事業に
ついて
②③災害復旧

①市町村12名
②県職員名18名
③市町村18名

県職員16名、市町職員22名

愛媛県

〔前期〕
・土木工事積算基準等の改定について
・市町道事業の留意事項
・災害復旧事業について
〔後期〕
・土木設計実習 など

［前期］
県職員119名、市町職員15名
［後期］
県職員18名、市町職員146名

・平成25年度工事成績評定結果について
・工事成績評定の模擬評定の実施

県職員23名、市町職員19名

香川県

・土木工事の積算、設計書作成 など 県職員14名、市町職員22名

・監督員の役割
・入札契約制度について
・施工管理について など

県職員14名、市町職員25名

・公共工事の監督と検査について
・工事の検査及び監察のポイント
・公共工事の災害防止対策と安全規則

・品確法、入札契約方式について
・監督・検査について
・CALS/EC ・現場研修
・総合評価 ・測量実習
・設計の基礎 など

（前期）
市町村17名
（後期）
市町村10名

・土木技術・業務発表
・聴講

市町村5名

徳島県

・土木工事積算基準等の改定について
・土木工事積算の運用について など

市町村９６名
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③国・県等の既存研修制度等の活用推進（継続）

□平成２６年度の研修実績
機関 研修名等 対象者 実施日

初任監督員研修 新任係長クラス H26.4.21～H26.4.25
（5日間）

監督検査技術研修 監督官、出張所長クラス H26.5.19～H26.5.22
（4日間）

道路管理研修 係員、係長クラス H26.5.12～H26.5.16
（5日間）

土砂災害対応研修 事務所及び出張所の
技術系係長以上

H26.5.26～H26.5.28
（3日間）

道路構造物管理実務者研修
（橋梁初級Ⅱ）

事務所及び出張所の技
術系係長

H26.8.25～H26.8.29
（5日間）

道路事業評価研修 事務所及び出張所の技
術系係長

H26.7.7～H26.7.10
（4日間）

道路構造物管理実務者研修
（トンネル初級）

事務所及び出張所の技
術系係長

H26.10.14～H26.10.16
（3日間）

まちづくり・景観 技術系係長 H26.10.27～H26.10.31
（5日間）

維持管理技術（河川・ダム） 係長、専門職、専門官等 H26.11.10～H26.11.14
（5日間）

道路構造物管理実務者研修
（橋梁初級Ⅰ）

事務所及び出張所の技
術系係長

H26.11.17～H26.11.20
（4日間）

危機管理 本局課長補佐、事務所
課長クラス

H26.11.25～H26.11.28
（4日間）

総合計画 事務所係長 H26.12.1～H26.12.5
（5日間）

河川技術 係員、係長、専門職及び
専門官

H26.12.8～H26.12.12
（5日間）

管内技術研究発表会 国、
県、
市町村、

H26.7.23～H26.7.24
（2日間）

・調査・研究成果を発表・意見交換
・四国建設広報協議会技術ＰＲ発表会
・『来るべき巨大地震に備えて』パネル展

自治体2名

災害対応能力の充実・強化が求められている状況をふ
まえ、全般的な防災業務の知識を習得し能力の向上を
図る。

自治体6名

情勢等に関する幅広い知識等を習得、事業の位置付
け等を再認識させ、職員の更なる資質の向上と組織と
しての総合力を高める。

自治体1名

河川計画立案能力の向上、河川構造物の計画・設計
及び施工に関し、必要な基礎的知識を取得させ技術力
の向上を図る。

自治体1名

まちづくり・地域づくり及び景観に関わる基礎知識を総
合的に習得等、職員の資質の向上と、習得した内容を
日常の業務に反映させることを目的。

自治体2名

・河川法改正を踏まえPDCAサイクルによる維持管理に
理解を深める。

自治体3名

点検の適切な実施・評価に重点を置いた研修を実施
し、適切なメンテナンスサイクルが運用できる人材育成
を図る

自治体24名

自治体5名

点検の適切な実施・評価に重点を置いた研修を実施
し、適切なメンテナンスサイクルが運用できる人材育成
を図る

自治体2名

道路事業の費用便益分析の基礎となる将来交通需要
推計の専門知識の習得と、道路事業の評価技術の向
上を目的とする。

自治体1名

点検の適切な実施・評価に重点を置いた研修を実施
し、適切なメンテナンスサイクルが運用できる人材育成
を図る。

自治体10名

四国地方整備局

・品確法、入札契約方式について
・監督・検査について
・建設生産ｼｽﾃﾑの業務効率化
・ゼミナール など

自治体0名

自治体1名

道路管理行政の専門的知識を付与し、当該管理業務
の円滑な遂行を図る

自治体6名

土砂災害防止法に基づき国が実施する河道閉塞（天
然ダム）の緊急調査に必要な技術の習得を図る。

研修内容 参加者





公共工事品質確保の進捗状況について
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情報提供について
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①公共工事の品質確保情報
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「四国品確協」設置要領の改正（案）について 
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「四国地方公共工事品質確保推進協議会」設置要領 改正案 

               以下、赤書き:改正案 斜書き：改正主旨 

（名称） 

第１条 本会は、四国地方公共工事品質確保推進協議会（以下「協議会」という）と称

する。 

 

（目的）品確法の主旨を反映した表現に改正 

第２条 本協議会は、現在及び将来の公共工事の品質確保に向けとその担い手の中長期

的な育成及び確保を図るため、国、地方公共団体及び特殊法人等の各発注者のが

責務を果たすためにことを目的として、協力体制を強化し、情報交換を行うなど

相互のに緊密な連携を図り、発注者としての具体的な施策の検討、発注関係事務

を適切に実施するための発注者支援の体制づくりの検討を行うとともに地方公共

団体等への支援等を行う。 

もって四国地方における公共工事の品質確保の推進及び発注者支援に寄与す

ることを目的とする。 

 

（業務）品確法、発注事務運用指針（案）を受けて改正 

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。 

（１）総合評価方式の導入・拡大等 

（２）発注者支援の具体的な施策展開 

（３）地方公共団体等への発注関係事務の支援等の運営管理 

（４）協力体制の強化のために関係機関との連携 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項 

 

（１）各発注者の発注関係事務の実施状況の把握 

（２）発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整 

（３）発注者共通の課題への対応や各種施策の推進 

（４）地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理 

 

（委員）別紙1の委員を修正 

第４条 本協議会は、協議会の主旨に賛同する公共工事発注機関（別紙１に掲げる委員）

をもって構成する。 

 

（会長） 

第５条 本協議会に、会長を置き、国土交通省四国地方整備局長がこれにあたる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
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（幹事）別紙2の委員を修正 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するために協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事会に、幹事長を置き、国土交通省四国地方整備局企画部長がこれにあたる。 

 

（県部会）県部会を追加 

第７条 協議会の業務を円滑に推進するため、協議会に徳島県、香川県、愛媛県及び高

知県の各県の部会（以下「県部会」という）を置く。 

２ 県部会に、部会長を置く。 

３ 部会長は、会務を総理し、県部会を代表する。 

 

（会議）第7条追加に伴う条数の変更 

第７８条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができ

る。 

５ 幹事長は、必要がある時は、別紙２に掲げる者以外の者の参加を求めることがで

きる。 

 

（事務局）第7条追加に伴う条数の変更 

第８９条 協議会及び幹事会の事務局は、四国地方整備局企画部技術管理課が関係機関

の協力を得て努める。 

 

（雑則）改正（施行）日を追加、第7条追加に伴う条数の変更 

第９10条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

付則 この要領は、平成１８年７月１２日から施行する。 

付則 この要領は、平成１８年１１月１３日から施行する。 

付則 この要領は、平成１９年７月１８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２０年１０月２４日から施行する。 

付則 この要領は、平成２４年１月３１日から施行する。 

付則 この要領は、平成２５年１月２８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２７年１月２６日から施行する。 
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別紙１名称変更委員を修正 

第４条関係（委員） 

（１）会長：国土交通省 四国地方整備局長 

（２）委員：国土交通省 四国地方整備局次長 

次長兼総務部長 

企画部長 

建政部長 

営繕部長 

農林水産省 中国四国農政局 整備部長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部長 

環境省 中国四国地方環境事務所 統括自然保護企画官 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局長 

財務省 四国財務局 総務部長 

財務省 高松国税局 総務部次長 

徳島県 県土整備部長 

農林水産部長 

香川県 土木部長 

農政水産部長 

愛媛県 土木部長 

農林水産部長 

高知県 土木部長 

農業振興部長 

市町村 市町村長 

西日本高速道路(株)  四国支社 建設事業部長 

本州四国連絡高速道路(株） 坂出管理センター所長 
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別紙２名称記載方法の統一修正 

第６条 関係（幹事） 

（１）幹事長： 国土交通省 四国地方整備局 企画部長 

（２）幹 事： 国土交通省 四国地方整備局 企画部 技術調整管理官 

企画部 技術開発調整官 

企画部 総括技術検査官 

総務部 契約管理官 

建政部 建設産業調整官 

建政部 都市調整官 

河川部 河川調査官 

道路部 地域道路調整官 

港湾空港部 事業計画官 

営繕部 営繕調査官 

農林水産省 中国四国農政局 整備部 設計課長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部 治山課長 

環境省 中国四国地方環境事務所 国立公園・保全整備課長 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局 会計課長 

財務省 四国財務局 総務部 会計課長 

財務省 高松国税局 総務部 営繕監理官 

徳島県 県土整備部 副部長 

農林水産部 農山村整備課長 

香川県 土木部 次長 

農政水産部 農村整備課長 

愛媛県 土木部 技術監 

農林水産部 農業振興局 農地整備課長 

高知県 土木部 土木技術監兼建設検査長 

農業振興部 農業基盤課長 

市町村 担当部課長等 

西日本高速道路(株)  四国支社 建設事業部 技術審査役 

本州四国連絡高速道路(株)  坂出管理センター副所長 

【オブザーバー】 

国土交通省 四国運輸局 

第五管区海上保安本部 

警察庁 四国管区警察局 

経済産業省 四国経済産業局 

（独）水資源機構 
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参考 

 

第７条関係（県部会） 

 

 徳島県部会 香川県部会 愛媛県部会 高知県部会 

部会長 県の土木主管部長、次長、技術監等 

会員 国土交通省四国地方整備局 

 技術担当官（企画部、港湾空港部） 

 代表河川国道・港湾空港事務所の副所長、技術担当官 

 県の技術系主管課、事務系主管課 

 市町村の技術系主管課、事務系主管課 

事務局 徳島県 担当課 香川県 担当課 愛媛県 担当課 高知県 担当課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２７年度実施方針（案）について

資料－６








